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4. 「プ ロテス タ ンテ ィズ ムの倫 理 と

資本 主義 の精 神」(3)

マ ル チ ン ・ル タ ー の 生 涯(徳 善2012参 照)

1483年(0歳)ア イ ス レーベ ンで 誕 生(11月10日)

1501年(18歳)エ ル フル ト大 学 教 養 学 部 に入 学

1505年(22歳)法 学 部 に進 む 。 落 雷 を 受 けた の を き に し

て ア ウ グス テ ィ ヌス 修 道 院 入 り

1507年(24歳)司 祭 とな る。 神 学 研 究 を 始 め 、 講 義 も一

部 担 当 とす る

1507年(28歳)ヴ ィ ッテ ンベ ル クへ 移 る

1512年(29歳)神 学 博 士 、 ヴ ィ ッテ ンベ ル ク大 学 聖 書 教

授 とな る

1513年(30歳)第1回 詩 篇 講 義 。 塔 の 体 験(1514年?)

1515年(32歳)ロ ー マ 書 講 義 。[教 皇 レオ10世 、 ドイ ツ

で の贖 宥 状(し ょ くゆ う じ ょう)販 売 を

許 可]

1517年(34歳)95箇 条 の 提 題(10月31日)

1518年(35歳)第2回 詩 篇 講 義 、 ハ イ デ ル ベ ル ク討 論 、

ア ウ グス ブル クで 異 端 審 問 を 受 け る

1520年(37歳)『 キ リス ト教 界 の改 善 につ い て』 『教 界 の

バ ビ ロ ン捕 囚 に つ い て 』 『き シ ル ト者 の

自由 につ い て 』 な ど、 宗 教 改 革 的 著 作 を

相 次 い で 出 版 。 教 皇 庁 、 破 門 脅 迫 の 大 教

勅 を 発 す る

1521年(38歳)正 式 に破 門 され る。 ウオ ル ムス 喚 問 、 帝

国 追 放 を 宣 告 され 、 ワル トブル ク城 に保

護

1522年(39歳)ヴ ィ ッテ ンベ ル ク町 教 会 で 連 続 説 教 。 新

約 聖 書 の ドイ ツ語 訳 を 出 版

1523年(40歳)改 革 運 動 を 開 始

1525年(41歳)農 民 戦 争 。 カ タ リーナ ・フ ォ ン ・ボ ラ と

結 婚 。 『奴 隷 的 意 志 につ い て』 を 出版

1530年(47歳)ア ウ グス ブル ク信 仰 告 白 を 提 出

1531年(48歳)ガ ラ テヤ 書 講 義

1534年(51歳)旧 約 聖 書 の ドイ ツ語 訳 完 成 。 『旧新 約 聖

書 』 と して 出 版

1536年(54歳)創 世 記 講 義(～1545年 まで 継 続)

1546年(63歳)ア イ ス レーベ ンで 死 去(2月18日)

ル タ ーが ドイ ツ 語 を 作 った

ル タ ーが 聖 書 を ドイ ツ語 に翻 訳 した 、 と い う と、 す で

に共 通 の ドイ ツ語 が あ って 、 そ れ へ 翻 訳 した よ う に思 え

る。 しか し、 実 際 に は、 大 き くは低 地 ドイ ツ語 と高 地 ド

イ ツ語 に分 か れ る、 さ ま ざ まな 方 言 が しゃべ られ て いた

(現在 で も ドイ ツの方 言 は か な りの違 い が あ る)。 文 章 語

と して は神 聖 ロ ーマ 帝 国 の 公 用 語 は ラ テ ン語 で あ った 。

だ か らル タ ーが 高 地 ドイ ツ語 で 聖 書 を 訳 し、 そ れ が 活 字

とな って 読 まれ る こ とで 、 この 高 地 ドイ ツ語 が ドイ ツの

標 準 語 とな った 。

ヴ ェ ーバ ーの 論 文 との 関 連 で いえ ば 、 ル タ ーの 生 涯 で

大 きな ポイ ン トは、 ル タ ーが も と も と ア ウ グ ス テ ィ ヌ ス

修 道 会 の 修 道 士 だ った と い う点 で あ る。

西 洋 キ リス ト教 の 歴 史 にお いて 、 そ れ まで の ゲ ル マ ン

人 を キ リス ト教 化 す る大 きな 推 進 力 は、 修 道 会 と教 会 で

あ った 。

ロ ーマ の 教 会 は当 初 は い くつ か あ る大 都 市 の 有 力 な 教

会 の 一 つ にす ぎな か った が 、 次 第 に力 を 強 め 、 ロ ー マ帝

国 の 後 継 者 と して ゲ ル マ ンの 王 に皇 帝 の 冠 を 授 け る と い

う役 割 を 演 ず る こ とで(ビ ザ ンチ ン帝 国 の ギ リシ ャ正 教

を の ぞ く)い わ ゆ るカ トリックの世 界 にお いて頂 点 に立 っ

た 。 この い わ ば 、 体 制 側 とで も言 う ロ ー マ教 皇 を 頂 点 と

した カ トリ ック教会 は、 領民 か ら10分 の1税 を徴 収 す る、

教 会 が 属 す る ピラ ミ ッ ド型 の 組 織 で あ った 。

か た や 、 修 道 会 運 動 は初 期 キ リス ト教 の 理 念 に従 った

清 貧 と信 仰 の 集 団 と して 、 民 衆 の 尊 敬 を 受 け て い た。

(修道 会 は同 時 に学 問 と技 術 革 新 の場 で もあ った。 ル タ ー

は修 道 会 で 学 問 を まな び 聖 書 教 授 とな った し、 た とえ ば

シ ャ ンパ ン ・ワイ ンと い うの は修 道 士 が 発 明 した もの で

あ る)。 教 会 の 腐 敗 と堕 落 が 蔓 延 す る た び に、 キ リス ト

教 内 部 か らはい くつ もの 修 道 会 運 動 が 起 こ った 。 修 道 会

は、禁 欲 的 に労働 と祈 りを専 ら とす る集 団 と して現 れ た。

しか し、 そ れ は時 に はあ ま り に極 端 とな る と、 ロ ー マ教

皇 を 頂 点 とす る カ トリ ックの 教 会 組 織 を 脅 か しか ね な い



存 在 と して 現 れ た 。 カ ト リ ック教 会 は、 極 端 で な い もの

は、 正 統 と して の お 墨 付 きを 与 え て 、 自 らの 組 織 の な か

に 組 み 込 ん だ が 、 極 端 な もの は異 端 と して 弾 圧 した 。

修 道 士 た ち の 良 き行 い によ る業 績 は 「教 会 の 宝 」 と し

て プ ー ル す る こ とが で き る と した。 この プ ー ル さ れ た

「教 会 の 宝 」 と して ロ ー マ教 皇 の裁 量 で ほか の人 々 に 分

け与 え る こ とが で き る と され た 。 教 皇 か ら宝 を 分 け与 え

れ られ た 人 は、 罪 の 償 い を 免 じ られ る。 こ う して 教 皇 が

教 会 の 宝 を与 え る証 明 書 が 「贖宥 状 」 で あ っ た(徳 善

2012, p.64)。

しば しば 「免 罪 符 」 と呼 ば れ るが 、 正 し くは 「贖宥状

(し ょ くゆ う じ ょ う)」。 「贖宥」 と は、 カ トリ ック教 会 で、

「信 徒 が 果 た す べ き罪 の 償 い を 、 教 会 が免 除 す る こ と」

で あ る。 つ ま り、 「罪 を免 じ る」 の で は な くて 、 罪 を 犯

した 人 が そ の贖(あ が な)い(つ ぐな い)を しな くて も

い い、 と い う証 明書 で あ る。 なぜ な ら、 そ のつ ぐない は、

修 道 士 た ち が して くれ て い て そ の つ ぐな い が 教 会 にた く

さん 蓄 え られ て い て 、 つ ぐな い が で きな い 信 者 はお 金 を

教 会 に 払 う こ とで 、 そ の つ ぐな い を 代 行 して も らえ るか

らで あ る。

もち ろん 、 罪 も盗 み や 殺 人 とか 背 信 とか の 大 罪 を 犯 し

た 者 は地 獄 に 落 ち る しか な い が 、 償 い 可 能 な 罪 な らば 、

そ れ は死 後 、 「煉 獄 」 とい う場 所 で神 か ら与 え られ た 苦

しみ に 耐 え るな らば 、 最 後 に審 判 で は天 国 にい くこ とが

で き る と され た 。

「煉 獄 」 とい うの は、 そ れ まで の 、 天 国 と地 獄 の2つ

の 死 後 の 世 界 に 、 あ らた につ け加 え られ た 死 後 の 世 界 で

あ る。 「浄 罪 界 」 と呼 ば れ た こ と もあ った 。 カ ト リッ ク

の 世 界 観 で は、 死 後 の 世 界 は、 地 獄 、 煉 獄 、 天 国 の3つ

で あ る。 この 世 界 観 を も っ と も完 成 され た 形 で 表 現 した

の が 、 ダ ンテ の 『神 曲 』 で あ る。 煉 獄 で は人 間 は7つ の

大 罪(傲 慢 ・嫉 妬 ・憤 怒 ・怠 惰 ・強 欲 ・暴 食 ・色 欲)を

業 火 を 受 けな が ら浄 化 す る。

ル ター は罪 の つ ぐな い を お 金 で 他 の 人 に代 理 にな って

も ら うな ど とい うの は とん で もな い こ とだ と した 。

で はル ター の 思 考 は どの よ う に生 まれ 展 開 され て い っ

た の か 。

徳善(2012)に よ れ ば、 ル ター の宗 教思 想 の始 ま り は、

聖 書 講 義 を して い る時 の躓(つ まづ)き に始 ま る。

ル タ ー は大 学 で 学 生 に 講 義 を して い る 時 に、 聖 書 の

「詩 篇 』 第31編2節 の 「あ な た の義 に よ って 私 を解 放 し

て くだ さい 」 とい う一 節 に はた と行 きづ ま った 。

この 詩 句 は ダ ビデ が 神 に訴 え た 歌 と され て い る。 普 通

に 考 え れ ば、 「神 が 与 え た律 法 を私 た ち は ま も って い る

の だ か ら、 神 さま、 神 さ まに正 義 と い う ものが あ るな ら、

そ の 正 義 に も とつ い て 私 た ち を この 困 難 か ら解 放 して く

だ さい 」 とい う意 味 にな るだ ろ う。 別 に 「わ か らな い 」

とい う ほ どの こ と もな い よ う に思 え る。

しか しル タ ー は神 の 「義(正 義)」 と い う もの を も つ

と厳 格 に考 え た 。 そ れ は神 の 「怒 り」 「裁 き」 で あ って、

「救 い」 と結 びつ く もので は ない。 「わ か らない」 とル ター

は思 う。 だが そ れで は、学 生 に教 え られ は しな い。 ル ター

は もが く。

こ こで な ぜ ル タ ー は 「わ か らな い」 と思 った の か 。 ふ

つ うな ら、 「神 が 与 え た律 法(き ま り)を ち ゃん と守 っ

て い る、 だ か ら助 け て下 さ い」、 と読 め る部 分 が、 ル タ ー

が 「理 解 で きな い 」 と思 った の か 。

そ れ は、 神 の 与 え た 律 法 を 自分 が き ちん と守 って い る

とい う 自信 が 持 て な か った 。 な ぜ 自信 が もて な いの か 。

自堕 落 だ か らか、 いや そ うで はな くて 、 自分 に とて も厳

しい か らこそ 、 自分 の い た らな さを つ ね に感 じて い るか

らこそ、真 剣 に信 仰 して い るか らこそ、 自分 は律 法 を ち ゃ

ん と守 って い る、 と い う よ うな お ご り と満 足 を 得 られ な

い、 自分 は徹 底 的 に罪 深 い存 在 な の だ と 自覚 せ ざ るを え

な か った の だ 。 「自分 は そ こそ こ い い人 間 だ 、 ち ゃん と

して い る」 とい う薄 っぺ らな お ご り(驕 慢)は 、 絶 対 の

神 の まえ に打 ち砕 か れ る。

で は ど う解 釈 す べ きな の か 。 ル タ ー は言 語 学 的 に この

部 分 を 調 べ る。

「神 の 義 」 と い うの は文 法 的 に は 「所 有 者 の 属 格 」 と

い う用 法 が 使 わ れ て い る。 た とえ ば 「お父 さ ん の贈 り物 」

と い う表 現 の 場 合 、 「贈 る」 と い う行 為 を す る 主 体 は

「お父 さ ん」 で あ る。 「お 父 さん 」 が 「贈 る」 と い う行 為

を す る と、 そ れ は 「お 父 さん 」 の 手 を はな れ 、 贈 られ た

人 の もの とな る。 「所 有 の属 格 」 とい うの は そ うい う用

法 で あ る。 だ か ら、 「神 の義 」 と い うの も、 神 か ら人 間

へ と 「贈 り物 」 と して 与 え られ る、 「義 」 は そ れ を 贈 ら

れ た 人 間 の 所 有 す る もの とな って 人 間 は救 わ れ る。 で は

そ の 「贈 り物 」 と は何 か 、 そ れ が 神 の 子 、 イ エ ス ・キ リ

ス トに ほか な らな い(徳 善2012, pp.37-40)。

こ う して 、 ル タ ー は、 旧 約 聖 書 の 「詩 篇 」 の な か に、

そ の 後 の 「新 約 聖 書 」 にか か れ る救 世 主 イ エ ス ・キ リス

トの 予 告 を 、 読 み 込 ん だ の で あ る。

これ に よ って 、 旧約 聖 書 と新 約 聖 書 の 関係 も生 まれ る。

つ ま り旧 約 聖 書 は私 た ち に律 法 を あ た え 、 新 約 聖 書 はそ

れ を 守 れ な い罪 深 き私 た ちを 救 う救 世 主 イ エ スを 与 え る

の で あ る。

ル タ ー は この 着 想 を 塔 の 中 で 得 た と い う(塔 の 体 験)。

ル タ ー は この 着 想 を さ ら に押 し拡 げ、 「十 字 架 の神 学 」

を 作 り上 げ た 。 そ れ は 以 下 の よ うな 内 容 で あ る(徳 善

2012, p.60)

1. 律 法 とそ れ に も とづ く人 間 の 行 い に よ って は、 人

間 は救 わ れ な い こ と。

2. 罪 に堕 ちた後 の人 間 の 自由意 志 とは名 ば か りで あ っ



て 、 これ によ るか ぎ り、 人 間 は罪 を お か す ほか な

い こ と。

3. 神 の 恵 み を 得 る に は、 人 間 は 自己 自身 に徹 底 的 に

絶 望 す る しか な い こ と。

4. 神 の 救 い の 啓 示(宗 教 的 真 理 の 人 間 へ の 知 らせ)

は、 キ リス トの 十 字 架 によ って の み 与 え られ る こ

と。

「キ リス トの 十 字 架 」 と は、 神 の 子 イ エス が 私 た ち 人

間 の罪 を背 負 って犠 牲 と な って十 字 架 にか け られ た こ と、

そ の こ とに よ って 罪 深 き私 た ち は救 わ れ る とい う こ と、

で 、 キ リス ト教 の 根 本 的 な 教 え で あ る。 この 教 え は、 イ

エ ス が 捕 らえ られ十 字 架 にか け られ る と い う 「受 難 」

(passion)の 話 と して、 キ リス ト教 徒 に は繰 り返 し語 ら

れ 、 また 絵 画 ・彫 刻 ・ス テ ン ドグ ラス な どで 、 字 の 読 め

な い 民 衆 に も分 か るよ う に教 え こ まれ て きた 。

(イ エ ス の 受 難 物 語 につ い て は

http://www.jizai.org/wordpress/?p=405,

十 字 架 に い た る7日 間 につ い て は

http://ebible.web.fc2.com/jujika01.htm参 照)。

さて こ う した 神 学 を 確 立 した ル タ ー に と って 、 聖 書 に

書 い て な い 煉 獄 とい う世 界 や 金 銭 によ って 罪 の あ が な い

を 免 除 され る とす る贖 宥 状(し ょ くゆ う じ ょう)と い う

の は、 許 しが た い 逸 脱 で あ った 。 そ こで 彼 は学 者 と して

この 問 題 を 公 開 討 論 に しよ う と、 質 問 状 の 形 で 、 つ ま り

95箇 条 の 提 題 と して 提 起 した の で あ る。

5. 「プ ロ テ ス タ ン テ ィ ズ ム の 倫 理 と

資 本 主 義 の 精 神 」(4)

ま え お きが た い へ ん 長 くな った 。 こ こで 『プ ロ テス タ

ンテ ィズ ムの 倫 理 と資 本 主 義 の 精 神 』 の 内 容 を み て い く

こ とに しよ う。

「プ ロテ ス タ ンテ ィズ ム の 倫 理 と資 本 主 義 の 精 神 」

の あ らす じ

第1章 問 題 の 提 示

第1節 信 仰 と社 会 階 層

統 計 を み る と、 資 本 主 義 に参 加 す る こ と と、 プ ロ テス

タ ン ト(新 教 徒)で あ る こ と との 間 にプ ラ スの(正 の)

相 関 関 係 が あ る。

この 関 係 に 対 して 、 一 般 的 に はつ ぎの よ うな 説 明 が 考

え られ る。(1)経 済 発 展 が 改 宗 を 引 き起 こ した 、(2)少 数 派

は経 済 に 専 念 す る、(3)プ ロ テス タ ン トは世 俗 的 だ か ら、

(4)営利 活 動 の 反 動 で 宗 教 に向 か った 。

しか しこれ らの 説 明 に対 して は、(1)む しろ宗 教 性 が 経

済 志 向 を 決 定 しが ち 、(2)ド イ ツで はカ ト リ ックの 方 が 少

数 派 、(3)プ ロ テ ス タ ン トはむ しろ非 世 俗 的 だ った 、(4)プ

ロ テ ス タ ン トで は事 業 と信 仰 が 仲 良 く同 居 して いた 、 と

い う反 論 が 成 立 す る。

そ こで む しろ、 一 見 水 と油 の よ う にみ え る、 資 本 主 義

参 加 とプ ロ テ ス タ ン トで あ る こ とが 、 じつ は 「親 和 的 関

係 」(相 性 の い い 関 係)に あ り、 プ ロ テ ス タ ンテ ィズ ム

(新教)か ら資 本 主 義 へ の参 加 、 が じつ は説 明 で き るの

で はな いか 、 と考 え られ る。 そ れ を これ か ら考 察 して い

くこ と にす る。

第1章 第2節 資 本 主 義 の 「精 神 」

まず 「資 本 主 義 の 精 神 」 を 体 現 して い る思 想 と して 、

(初 期 ア メ リカ の 文 筆 家 ・外 交 官)ベ ン ジ ャ ミン ・フ ラ

ンク リ ン(1706-90)の 思 想 を 彼 の 自伝 で 見 て み よ う。

フ ラ ン ク リ ンは 自伝 で こ う言 って い る。 「時 は金 で あ

る。 … 信 用 は貨 幣 で あ る。 … 貨 幣 は貨 幣 を 生 む … 勤 勉 と

質 素 を 別 にす れ ば 、 す べ て の 仕 事 で 時 間 の 正 確 と公 平 を

守 る こ と ほ ど、 青 年 が 世 の 中 で 成 功 す るた め に必 要 な も

の はな い 。 … 正 直 な 男 で あ る と人 に見 させ よ」。

彼 の 自伝 にみ られ る精 神 は、 営 利 に よ る資 本 の 増 大 を

自分 の 倫 理 的 な 義 務 とみ な す よ うな 精 神 で あ る。 これ に

対 して 、 ドイ ツの高利 貸 資本 家 だ ったヤ ー コ ブ ・フ ッガ ー

(1459-1525)引 退 も他 人 に儲 け させ る こ と も しな い で

「可 能 な限 り儲 け よ うと思 う」 と答 え た と い う。 フ ラ ン

ク リ ンの 精 神 は、 フ ッガ ー(こ の フ ッガ ー家 へ の 借 金 を

支 払 うた め に贖 宥 状 販 売 が お こな わ れ た)の よ うな 単 な

る金 銭 欲 と は ちが う、 あ る種 の 倫 理 性 を も って い る。

フ ラ ンク リ ンの 自伝 にみ られ た資 本 の 増大 を志 向 す る、

この「 資 本 主 義 精 神 」 は、 これ まで 通 り に生 きて い けれ

ば 良 い す る 「伝 統 主 義 」 と は対 立 す る。

と こ ろで 、 ゾ ンバ ル トは経 済 の 基 調 を 、(1)「 欲 求 充 足

Bedarfsdeckung」 と(2)「営利Erwerb」 とに分 けて い る。

ふ つ う、 欲 求 充 足 に は伝 統 主 義 が 、 営 利 に は資 本 主 義

の 精 神 が 対 応 す る よ う に思 え る。 しか しこ と はそ ん な に

単 純 で はな い。 営 利 活 動 が 伝 統 主 義 に よ って 営 まれ て い

る こ と もあ る。

た とえ ば 、19世 紀 半 ば まで の ヨー ロ ッパ 大 陸 の 繊 維 工

業 前 貸 し問 屋 を み るな らば 、 ① 生 産 過 程 は農 家 の 裁 量 に

委 ね られ 、 ② 販 売 は仲 介 商 人 まか せ で 、 ③ 同 業 種 間 の 反

目 も少 な く、 ④ 営 業 時 間 も短 くて 生 活 の テ ンポ はゆ と り

が あ り、 た ま に羽 目を はず した 消 費 が な され るが 、 身 分

相 応 の 生 計 の 維 持 が 目指 され て いた 。

ところが そ こに資本主 義 的精 神 を もつ青年 実業家(ヴ ェー

バ ーの 叔 父 が モ デ ル 、 『伝 記 』136頁)が 登 場 して 変 革 が

起 きた 。 経 営 組 織 の 形 態 は同 じだ が 、 経 営 者 は、 ① 生 産

過 程 の 掌 握 、 ② 販 売 の 掌 握 を す る、 ③ 同 業 者 間 の 競 争 が

生 まれ る。 結 果 ④ ゆ と り は消 え 、 真 面 目 い っぽ うの 生 活



とな り、 消 費 を お さえ て 営 利 の た め の 資 本 の 再 投 下 が な

され るよ うに な る。

と こ ろで この 精 神 は、 よ く問 うて み る と、 人 の た め に

事 業Geschaeftが あ るの で は な く、 事 業 の た め に人 が い

る、 とい う、 じつ は きわ め て 倒 錯 的 で 非 合 理 的 な こ と に

な って い る。

け っ して 営 利 を 追 求 す る活 動 にあ わ せ て そ れ に都 合 の

よ い 精 神 が 生 まれ て きた 、 と は思 わ れ な い(そ れ だ った

ら、 伝 統 主 義 の ま ま だ った はず で あ る)。 で は こ の、 営

利 活 動 を倫 理 的義 務 、 す な わ ち 「天 職Beruf」 とみ な す

よ うな この 思 想 は ど こか ら来 た の だ ろ うか 。

第3節 ルターの天職概念

営利活動での資本増大を 「天職」とみなすこの思想は、

(聖書外典 「ベンシラの知恵」で)世 俗の労働を 「天職

Beruf」 と訳 したルターの宗教改革の精神に由来する。

つまり彼は修道僧にしか通用 しなかった 「天職」の論理

を世俗の仕事に適用 した。

しか し世俗労働を 「天職」 とみなすだけでは、「資本

主義の精神」がもつ、資本の増大をたえず求める、あの

駆り立てられるような心のありかたは生まれない。絶え

間 ない資本 の増 大へ ひ とび とを駆 り立 て た起動 力

(Antireb)は どこにあったのかを知 るために、我々は

プロテスタンティズムの禁欲思想、にわけいることにする。

第2章 禁 欲 的 プ ロ テス タ ンテ ィズ ムの 天 職 倫 理

第1節 世 俗 内 的 禁 欲 の 宗 教 的 基 盤

禁 欲 的 プ ロテ ス タ ンテ ィズ ムの 、 主 な 担 い 手 は、(1)カ

ル ヴ ィニ ズ ム、(2)敬虔 派 、(3)メ ソ ジス ト派 、(4)再 洗 礼 派

系 の 教 派 、 に 分 け られ る。

と りわ け(1)カ ル ヴ ィニ ズ ムの 「予 定 説 」、 す な わ ち 、

人 は救 い と滅 び の どち らか に予 定 され て お り、 そ れ は変

更不 可 能 で あ る とい う教 え は、 決 定 的 な影 響 力 を も った。

ピュー リタ ン革 命 時 の イ ギ リス で ま とめ られ た 「ウ ェ

ス ト ミ ンス ター 信 仰 告 白 」 に は この 教 え が 明 記 され て い

る こ とか ら も、 この 教 え が 一 般 信 者 に と って も周 知 の 教

え だ った こ と は明 らか で あ る。

自信 の な い 一 般 の 信 者 が 、 救 い に予 定 され て い る こ と

の 「証 し」 を 求 め るの は無 理 もな か った 。 ル ッタ ー は世

俗 の 労 働 も神 か ら与 え られ た 「天 職 」 とみ な して よい と

した 。 だ か ら修 道 院 で お こな わ れ た 合 理 的 な 禁 欲 的 主 義

で 世 俗 の 労 働 を 行 う こ とが 可 能 にな って い た 。 カル ヴ ァ

ン派 の 人 々 は この 合 理 的 ・禁 欲 的 な 世 俗 の 労 働 で 「神 の

栄 光 」 を 増 大 させ る こ と に 「救 い の 証 し」 を 見 い だ そ う

と した 。

こ う した 傾 向 は(2)敬虔 派 、(3)メ ソ ジス ト派 で も同 様 で

あ った 。 た だ 両 派 で は感 情 的 側 面 が 強 く、 そ の 分 だ け合

理的な禁欲が弱まっている。

(4)再洗礼派系の教派の教義はこれとはちがう。彼 らは

心正 しき者だけか ら構成された 「教会」を作り上げよう

とした。心正 しさは精霊がその者に宿ることで証明され

る。だか ら精霊が宿るのを妨げるような、人間の本能的

で非合理的なものを克服 しようとした。その結果、合理

的な禁欲主義をめざすことになったのである。

こうしていずれの宗派の信徒も、神に召命された者で

あることの証 しをもとめて、合理的で禁欲的な世俗労働

へと駆り立て られたのである。

第2節 禁 欲 と資 本 主 義 精 神

プ ロ テ ス タ ン トで は牧 師 が 信 徒 の 相 談 にの り指 導 す る

こ とを 「司 牧 」(Seelsorge)と い う。

こ こで は、 この 司 牧 の 活 動 か らう まれ た 神 学 書 、 と く

に イギ リスの ピュ ー リタ ンの 指 導 者 だ った リャ ー ド ・バ

ク ス タ ーRichardBaxter(1615-91)の 書 い た もの を と

りあ げ る。 この 司 牧(魂 の み と り)が 宗 教 的 な 教 え が 日

常 生 活 へ 影 響 す る際 の 仲 立 ちの 役 割 を して い るか らで あ

る。

プ ロ テ ス タ ン ト、 と くに カル ヴ ァ ン派 、 の 司 牧(宗 教

的 指 導)で は、 「救 い の証 し」 と さ れ る 「神 の栄 光 」 の

増 大 は、 有 益 な 職 業 労 働 か ら生 まれ る と され た 。 そ して

そ の 職 業 の 有 益 さ は、 結 局 、 そ の 職 業 が もた らす 「収 益

性 」(ど れ だ け儲 か る か)で 測 る こ とが で き る と され る

よ う にな った 。 しか も楽 しみ 事 は徹 底 的 に否 定 され た 。

そ の 結 果 、 儲 けて も、 楽 しみ に使 わ ず 、 さ らに営 利 活 動

に投 資 して どん どん 利 潤 を 追 求 して い くこ とが 宗 教 的 に

奨励 さ れ た ので あ る。 しか もそ う した経 営者 の もと に は、

仕 事 を 「天 職 」 とみ な して 必 死 にな って はた ら く勤 勉 な

労 働 者 さえ も与 え られ た 。

しか し富 が 増 大 す る につ れ て 宗 教 心 は うす れ て い く。

そ の 結 果 、 フ ラ ンク リ ンにみ られ た 、 倫 理 的 で はあ るが

宗 教 色 の消 え た 「資 本 主 義 の精 神 」、 つ ま り営 利 に よ る

資 本 の 増 大 を 自分 の 倫 理 的 な 義 務 とみ な す 精 神 が 生 まれ

た の で あ る。

こ う して つ ぎの こ とが あ き らか に され た 。 す な わ ち、

資 本 主 義 を構 成 す る要 素 の ひ とつ で あ る、 「天 職 」 と い

う考 え の うえ にた つ 合 理 的 な 生 活 態 度 は、 ル タ ーの 「天

職Beruf」 とい う考 え を 前 提 に して プ ロテ ス タ ン ト(新

教 徒)が み ず か らの 「救 いの 証 し」 を 合 理 的 な 禁 欲 で 追

求 した こ とか ら、 もた らされ た 。

しか し現 代 にお いて は資 本 主 義 はす で に 自律 的 な 自動

運 動 を して お り、 も はや そ れ を 生 み 出 した 精 神 の 支 え を

必 要 と は して いな い。 私 た ち は、 生 命 の な い機 械 と生 き

て い る機 械(官 僚 制)の 運 動 の た だ 中 に、 巻 き込 まれ て

い くば か りで あ る。



以上、ヴェーバーの 「プロテスタンティズムの倫理と

資本主義の精神」のあらす じをみた。ここでもう一度こ

の作品の資本主義の成立という観点か らこの論文の内容

を見なお してみよう。

この論文はしば しば西洋的合理化を述べた作品である

かのごとく語られてきた。 しか し内容を要約すると、解

明はおもに経済的な側面に向けられていることがわかる。

社会の主流である経済体制が、「欲求充足」の経済体

制から 「営利」中心の資本主義体制に移行する。その移

行、あるいは転換はどのように起きたのか、それにたい

する宗教の働きが問題とされている。

「欲求充足」の経済に適合的なのは 「伝統主義」とよ

ばれる、これまで通りの生活ができればいいとする精神

である。それに対 して、「営利」活動が中心となった資

本主義は、もちろん伝統主義によって営まれることはあ

るにせよ、やはりそれに適合的なのは営利を自己目的と

した 「資本主義の精神」である。

なお、ここでの資本主義とは、商人が地域による商品

交換率の違いを利用 してもうける商業資本主義や、金融

市場を利用 して(相 場の時間による差をりようして)利

益をあげる金融資本主義でもな く、いわゆる(労 働者に

は精算 して物の価値よりも少な く払うという、生産現場

と市場 との価格差を利用 して利益をあげる)「産業資本

主義」を指 している(岩 井克人著 『ベニスの商人の資本

論』参照)。

「産業資本主義」 とは、「資本主義 封建制度の次いで

現れ、産業革命によって確立された経済体制。生産手段

(生産過程において労働 と結合 して生産物を算出するた

めに消費 ・使用される物的要素。労働対象(原 材料 ・土

地 ・樹木 ・功績など)と 労働手段(道 具 ・機会 ・建物 ・

道路など)と からなる)を 資本として私有する資本家が、

自己の労働力以外に売るものをもたない労働者か ら労働

力を商品として買い、それを上回る価値を持つ商品を生

産 して利潤を得る経済構造。生産活動は利潤追求を原動

力とする市場 メカニズムによって運営 される」(『 大辞

泉』)。これは基本的にマルクスの定義する 「資本主義」

と同 じである。

しか しこの 「資本主義の精神」はそれ以前の 「伝統主

義」からは生まれたとは考え られない。伝統主義が 「今

生きてあること」(dasein)を 大切にするのに、「資本主

義の精神」は現在を犠牲にして果て しない彼方にあるも

のへ向かって駆けてい く、そうした倒錯 した精神だか ら

である。

そうした精神の由来を、ヴェーバーは修道院の禁欲主

義に求める。世俗を離れ、ただ神のみを想い、厳 しい労

働によって自分たちばかりか俗人たちの救済を作り上げ

ていた修道士の活動の論理、この論理はどのように世俗

へ と もた らされ た の か 。

神 か らの 呼 び か け に よ って 与 え られ た 使 命 と して の 職

業(Beruf)は そ れ まで 、 聖 職 の み に限 定 さ れ て い た 。

だ か ら修 道 僧 の 禁 欲 もあ くまで も世 俗 の 外 の 修 道 院 に限

定 され た ま まで あ った 。

しか しル タ ーが 、 世 俗 の 一 般 の 仕 事 も、 神 か らの 召 命

に よ る 「職 業 」 で あ る とみ な した こ とで 、 この 修 道 院 だ

け にあ った 禁 欲 主 義 は世 俗 へ と もた らされ た 。 ち ょう ど

レール を 切 り替 え る こ とで 電 車 が 引 き込 まれ て くる よ う

に、 禁 欲 主 義 は世 俗 の 労 働 の 世 界 に引 き込 まれ る こ と に

な った 。

そ の 意 味 で 、 ル タ ー は レール を 切 り替 え る人 、 つ な わ

ち 「転 轍 手 」(『宗 教 社 会 学 論 集 』58頁)な の で あ る。

しか し世 俗 の 仕 事 が 「職 業=使 命 」 とみ な され るだ け

で は、 あ の、 追 い 立 て られ る よ うな 、 強 迫 的 な 労 働 は生

まれ な い 。

そ れ を もた ら した の は、 カル ヴ ァ ン派 の 宗 教 カ ウ ンセ

リン グ(「 魂 の み と り」)で あ った。 彼 らの 「魂 のみ と り」

(司牧)で は、 業 績 と か収 益 が 「救 い の 証 し」 で あ る と

み な され た 。 そ の 結 果 、 自分 が 救 い に予 定 され て い るか

不 安 な平 信 徒 は、 「救 い の証 し」 を も とめ て 、 い ま や 聖

職 と同 格 の 「職 業 」 と見 な され る よ う にな った 世 俗 的 労

働 に まい 進 す る こ と にな った の で あ る。

図 に ま とめ る と以 下 の よ う にな るだ ろ う。

ル タ ーの 転 轍 に よ り、 世 俗 労 働=「 職 業 」 とみ な され

た こ と に よ り、 修 道 院 の 禁 欲 の 論 理 が 世 俗 の 労 働 を つ か

む 。 人 々 は 日常 の 仕 事 を 、 神 か ら与 え られ た 、 神 の 意 に

そ った 「使 命 」 と して は げむ 。 つ ま りあ た ら しい意 味 の

連 な り(意 味 連 関)が 世 俗 の 労 働 を と らえ た の で あ る。

カル ヴ ァ ン派 の 魂 の み と り は、 収 益 ・業 績=「 救 いの

証 し」 とみ な した 。 不 安 にあ え ぐ人 た ち は 「証 し」 を 求



めて仕事(職 業)に まい進 した。こうして禁欲的な労働

の心理的な機動力がうまれた。収益をあげても救われる

わけではない。 しか し一般の信徒は収益をあげて心理的

に安心 したいと思った。つまりここでは目的一手段の連

関があるのではな くて、不安か ら労働するという、心理

的な連なり(感 情連関)が あるわけだ。

ここには二つの 「解釈がえ」があった。

まずはじめに、ルターは日常的な労働が 「転職」とし

て解釈 しなお した。その結果、聖職者の世界と俗人の世

界の区分の廃絶され、聖職者(修 道士)の 論理が俗界へ

の侵入 してきた。 しか しそれだけでは社会資本主義へ転

換するには不十分だった。

つぎに、カルヴァン派では収益 ・業績が 「救いの証 し」

と解釈された。その結果世俗的労働にまい進する心理的

機動力が生まれた。そうして、伝統主義が支配 していた

経済は、資本主義が支配する経済システムへと移行 した

のである

つまり、伝統主義と結合 していた伝統主義的経済(単

純再生産)を 、宗教的な合理的禁欲思想が捉える。その

帰結として、伝統主義的経済システムか ら資本主義的経

済システムへの移行がうまれたのである。

さて、ここでは新 しい社会科学のアプローチが生まれ

ている。つまり行為をする人間がその行為をどのような

意味を付与 しているのか、その意味付けをちゃんと解釈

し理解することで、その行為はどのように社会を作り上

げてい く、あるいは社会を変革 してい くのかを説明 しよ

うとするアプローチである。(ヴ ェーバーはとりわけ後

者の社会変革の方に関心があったように思われる)。

後年、 ヴェーバーは 『社会学の基礎概念』(1920b)

でつぎのように書いている。「社会学 とは、社会的行為

を解釈 しつつ理解 し、そうすることによって社会的行為

の経過や結果を因果的に説明 しようとするひとつの学問

である。」(WuG p.85)。 これは、 この「 プロテスタン

ティズムの倫理と資本主義の精神」で彼がおこなったこ

の新たなアプローチをふまえていると思われる。

もちろんカルヴァン派の平信徒のふるまいように、理

屈では説明できないけど、感情としては説明がつ く場合

もある。

そのことをふまえてヴェーバーは次のように書いてい

る。

「行為の領域についてみると、とりわけ、その行為に

よっておもわれた意味連関があますところな くはっきり

と知的に理解されるならば、それは合理的な明証性をも

つことになる。行為において、その体験された感情連関

が完全に追体験されるならば、それは感情移入による明

証性をもつわけである。」(WuG pp.86-7)

私見によれば、ヴェーバーの理解社会学は、「プロテ

ス タ ンテ ィ ズ ムの 倫 理 と資 本 主 義 の 精 神 」 を 例 にす る と

も っ と もわ か りや す い。 と い う よ り も、 ヴ ェ ーバ ー は こ

の 論 文 で お こな った こ とを 学 と して 成 立 させ るた め に、

「理 解 社 会 学 」 を構 想 した の で は な い か と思 わ れ る。

そ の 意 味 で も この 論 文 は、 社 会 学 者 ヴ ェ ーバ ーの 誕 生

を 告 げ る論 文 で もあ った の で あ る。

補 足

カル ヴ ァ ンの 生 涯

1509 : フ ラ ンスの ピカル デ ィーで誕 生(ル ターの26年 後)。

ド ゥメル グ に よれ ば 、 ピカル デ ィ ー人 は 自由 解 放

の 精 神 に 富 ん だ船 乗 り た ち で、 「勇 敢 に して 短 気

な ピカル デ ィー人 」 と い う慣 用句 が あ る。 カル ヴ ァ

ンは怒 り っぽ い 性 格 だ った と言 わ れ るが 、 自身 の

多 くの書 簡 に 「私 は短 気 で あ る こ とを告 白 します」

とい う文 章 が あ る。

1523 : 聖 職 登 録 し、 パ リへ 遊 学 。

1529 : 父 の 意 志 に よ り法 律 の 勉 強 に転 向 。

1531 : 父 の 死 に よ り、 生 来 の 希 望 で あ る古 典 文 学 研 究 者

(ユ マ ニ ス ト)に な り、 文 学 、 古 典 文 学 の研 究 に

没 頭 。

1532 : 『セ ネ カ寛 容 論 の 注 解 』 を 刊 行 。 世 に知 られ る よ

う にな る。

1533 : 友 人 ニ コ ラ ・コ ップ 、 パ リ大 学 総 長 就 任 演 説 に際

して 福 音 主 義 を 説 き、 教 会 を 追 わ れ 亡 命 。 この 演

説 草 稿 を 書 いた 疑 い に よ り カル ヴ ァ ンも亡 命 。

1534 : 回 心 を 体 験 、 福 音 主 義 陣 営 に入 る。 故 郷 に戻 り聖

職 禄 を辞 退 。 パ リで 「檄文 事 件 」(教 皇 の ミサ の

誤 謬 を 攻 撃 した ビラが 、 国 王 の 寝 室 に まで 貼 られ

た)が 起 き、 数 十 人 が 処 刑 され る。 カル ヴ ァ ンは

バ ーゼ ル に亡 命 。

1536 : バ ー ゼ ルで 『キ リス ト教 綱 要 』 初 版 本(ラ テ ン語 、

全6章)を 刊 行 。

つ い で フ ラ ンス語 版 が 刊 行 され る。 フ ェ ラ ー ラか

らバ ーゼ ル へ の 帰 途 、

戦乱 の た め道 が通 行 止 め にな り ジュネ ー ブ を経 由。

この 地 で フ ァ レル に引 き留 め られ 、 ジ ュ ネ ー ブの

宗 教 改 革 の た め に働 く。

1538 : 教 会 改 革 につ いて ジ ュ ネ ー ブの 当 局 者 た ち と意 見

が 合 わ ず 、 追 放 され 、 ス トラ ス ブ ール へ 。 亡 命 者

の た め の フ ラ ンス教 会 を 建 て る。

1540 : 3人 の 子 を 持 つ 未 亡 人 イ ドレ ッ トと結 婚 。

1541 : 改 革 に失 敗 し、 無 政 府 状 態 とな って いた ジュ ネ ー

ブへ 、 再 び 招聘 され る。

1547 : 過 労 の た め 悪 性 気 管 支 力 タル を 疾 病 。 生 涯 過 度 の

徹 夜 に よ り体 力 を 酷 使 。 不 断 の 偏 頭 痛 の た め 口を

開 け られ な い 状 態 が 続 く。



1553 : 三 位 一 体 を 否 定 す るセ ル ベ トス を 告 発 。(市 議 会

は火 刑 を 宣 告 。

カ ル ヴ ァ ンは火 刑 を 免 れ させ よ う と努 力 す るが 火

刑 が 執 行 され る)

1556 : 肋 膜 炎 、 肺 結 核 に襲 わ れ る。

1559 : ジ ュネ ー ブ大 学 を 創 立 。

1564 : 7つ か8つ の 病 気 と戦 い つ つ 死 去 。

6. 漢 字 の 呪 術 的 世 界

漢 字 は殷 の 時 代 に 占い の た め に発 明 され た 。 甲 骨 文 字

は 卜占の た め に つ くられ た もの で 、 天 と王 との コ ミュニ

ケ ー シ ョ ンの 手 段 で あ った 。

そ れ が 周 の 時 代 にな って 、 行 政 の た め の コ ミュニ ケ ー

シ ョ ンの手 段 とな りま した。表 意文 字 で あ るの で、異 な っ

た 言 語 体 系 の 人 々 を 束 ね る こ とが で き る。

白川 静 と い う学者 は、 漢字 の持 つ 呪 術 的(ま じない の)

世 界 を 解 明 して い る。 この 呪 術 的 な 世 界 につ い て す こ し

解 説 しよ う。

呪 術 的 世 界 で は、 超 感 性 的 諸 力(ふ だ ん は 目 に見 え な

い さ まざ まな 力)が 満 ち て い る。 そ こで は、 アニ ミズ ム

(物 の背 後 に あ って そ の物 を動 か して い る霊 魂(ア ニ マ)

を信 仰 す る こ と)や プ レアニ ミズ ム(見 え な い力(マ ナ)

が さま ざ まな 現 象 を 引 き起 こ して い る と考 え る こ と)と

い う呪 術 的 思 考 が 見 られ る。

ヴ ェ ー バ ー は呪 術 と宗 教 の ち が い を 、 「神 強 制 」 と

「神 崇 拝 」 とい う区 別 で説 明 して い る。

「神 強 制 」 と は、 目 に見 え な い 力 に働 きか けて 自分 の

都 合 の 良 い よ う に現 実 を 変 え よ う とす る こ とで あ る。 す

な わ ち 、 これ が 呪 術 で あ る。

例 と して は、 「丑 の刻 参 り」(う しの こ くまい り)が あ

る。 これ は、 丑 の 刻(午 前1時 か ら午 前3時 ご ろ)に 、 神

社 の 御 神 木 に 憎 い 相 手 に見 立 て た ワ ラ人 形 を 毎 夜 五 寸 釘

で 打 ち 込 む こ とで 恨 む 相 手 を 殺 した り危 害 を 与 え よ う と

す る呪 い で あ る。

呪術 で は、 直接 、 現 実 の もの に力 を 行使 す る ので な く、

超 感 性 諸 力 に 働 きか けて 、 そ の 感 性 的 諸 力 の 力 で 現 実 を

変 え よ う とす る。

例 え ば 、 雨 乞 い の 祭 りで は、 天 に犠 牲 を 捧 げて 、 雨 を

降 らせ よ う とす る。 犠 牲 は時 に は人 間 の こ と もあ る(人

身 御 供)。

これ に た い して 、 「神 崇 拝 」 と は、 人 間 に よ って神 が

動 か せ る こ とを あ き らめ 、 ひ た す らそ の 加 護 を 祈 る こ と

を い う。 これ が 、 宗 教 にあ た る。

フ レ イ ザ ー(James Frazer 1854-1941)と い う人

類学 者 は、 その著 『金 枝 篇』 で、 未 開社 会 の神 話 ・呪 術 ・

信 仰 に関 す る集 大 成 した。 そ こで は フ レイ ザ ー は、 「共

感 呪 術 」(sympathetic magic)と い う概 念 を 提 示 し

た 。

フ レイザ ー に よれ ば 、 未 開 人 の 思 考 を 支 配 して い る呪

術(ま じな い)の 原 理 に は次 の2つ が あ る。 す な わ ち、

(1)類似 の 法 則 : 類 似 は類 似 を 生 む 、 結 果 はそ の 原 因 に

似 る

(2)接触(感 染)の 法 則 : か っ て お 互 い に接 触 して い た

もの は、 空 間 を 隔 て て 相 互 作 用 を 継 続 す る

類 似 の 法 則 に よ る呪 術 を 、 「類 感 呪 術 」(homoeo-

pathic magic)あ る い は 、 「模 倣 呪 術 」(imitative

magic)と い う。

接 触 の法 則 に よ る呪 術 は、 「感 染 呪 術 」(contagious

magic)と い う。

例 え ば 、 あ る人 物 を の ろ い殺 そ う とす る時 、 そ の 人 物

に似 せ た 像 を 突 き刺 した り燃 や して 呪 いを か け るの は、

類 感 呪 術 で あ る。

そ れ に対 して 、 あ る人 物 を の ろ い殺 そ う とす る時 、 そ

の 人 物 が か っ て 接 して た 物(髪 の 毛 な ど)を 焼 いた り し

て 呪 い を か け るの は、 感 染 呪 術 で あ る。

両 方 の 呪 術 を 組 み 合 わ せ て 、 呪 う相 手 の 人 間 の 爪 や 髪

の 毛 を 人 形 に入 れ て 、 人 形 を 刺 した り焼 く、 と い う合 わ

せ 技 も よ く用 い られ る。

ヴ ェ ー バ ー は 、 「類 感 的 性 的 狂 躁 道 」(die homoeo-

pathische sexuelle Orgie)と い う言 葉 を しば しば 使 用

す る。 これ は フ レイ ザ ーの 類 感 呪 術 の 原 理 に もとづ く狂

騒(ど ん ち ゃん 騒 ぎ)を 指 して い る。 作 物 世 界 と人 間 世

界 の 類 似 つ ま り作 物 の 豊 作 と人 間 の 多 産 の あ いだ の 類 似

的 関係 か ら、 豊作 を祈 願 す るた め に、 人 間 の交 合 を祝 う、

多 産 を もた らす べ く乱 交 す る、 と い うの が そ の 内 容 で あ

る。

旧 約 聖 書 の な か(た とえ ば 「出 エ ジプ ト記 」 に は、 金

の牡牛 を あが める宗教的 な狂騒 が しば しば 出て くる。 ヴ ェー

バ ーの 考 え て い た 「類 感 的 性 的 狂 躁 道 」 と は、 この 金 の

牡 牛 を 崇 め る祭 りを イ メ ー ジ して い る と思 わ れ る。

フ レイザ ーか らヴ ェ ーバ ーへ の 影 響 は ほか に もあ る。

フ レイ ザ ー は、 「呪 術 師 と して の王 」 と して 、 王 は天

候 調 整(雨 降 ら し)の 呪 術 師 で あ る、 こ とが あ る と して

い る。 この雨乞 い師 と して の王 、 と い う考 え を ヴ ェーバ ー

は中 国 の 周 の 王 に あ て は め て 、 中 国 の 君 主 は 「雨 司 」

(Regemacher, rainmaker)で あ った 、 と して い る。

そ れ で は、 つ ぎ に ヴ ェ ーバ ーの 『儒 教 と道 教 』 の 内 容

を み て い くこ と に しよ う。
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